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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　平成27年６月11日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集

250,000株の募集の条件及び募集に関し必要な事項を平成27年６月29日開催の取締役会において決定し、並びにブック

ビルディング方式による売出し129,500株（引受人の買取引受による売出し80,000株・オーバーアロットメントによる

売出し49,500株）の売出しの条件及び売出しに関し必要な事項が決定したため、これらに関連する事項を訂正するた

め、また、「第一部　証券情報　募集又は売出しに関する特別記載事項」に「４．親引け先への販売について」を追加

記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行株式

２　募集の方法

３　募集の条件

(2）ブックビルディング方式

４　株式の引受け

５　新規発行による手取金の使途

(1）新規発行による手取金の額

(2）手取金の使途

第２　売出要項

１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）

３　売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）

募集又は売出しに関する特別記載事項

２　第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

３　ロックアップについて

４　親引け先への販売について

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

　　（訂正前）

種類 発行数（株） 内容

普通株式 250,000（注）２．

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１．平成27年６月11日開催の取締役会決議によっております。

２．発行数については、平成27年６月29日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。

３．当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数の一部を、当社が指定する下記販売先（親引け先）に販

売を要請する予定であります。当社が指定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりで

あります。

指定する販売先（親引け先） 株式数 目的

アイリッジ従業員持株会 上限 16,500株 福利厚生のため

京セラコミュニケーション

システム株式会社
上限 33,000株

事業基盤拡大を目的とした業務

提携関係構築のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」

に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり

ます。

４．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

５．上記とは別に、平成27年６月11日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式

49,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。
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　　（訂正後）

種類 発行数（株） 内容

普通株式 250,000

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における

標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

　（注）１．平成27年６月11日開催の取締役会決議によっております。

２．当社は、野村證券株式会社に対し、上記引受株式数の一部を、当社が指定する下記販売先（親引け先）に販

売を要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、

後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．親引け先への販売について」をご参照下さい。当社が指

定する販売先（親引け先）・株式数・目的は下表に記載のとおりであります。

指定する販売先（親引け先） 株式数 目的

アイリッジ従業員持株会 上限 16,500株 福利厚生のため

京セラコミュニケーション

システム株式会社
上限 33,000株

事業基盤拡大を目的とした業務

提携関係構築のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」

に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）であり

ます。

３．当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

４．上記とは別に、平成27年６月11日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株式

49,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

（注）２．の全文削除及び３．４．５．の番号変更
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２【募集の方法】

　　（訂正前）

　平成27年７月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当

該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成27年６月29日

開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価

額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人

に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない募集 － － －

ブックビルディング方式 250,000 244,375,000 132,250,000

計（総発行株式） 250,000 244,375,000 132,250,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、有価証券届出書提出時における見込額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成27年６月11日開催の取締役会決議に基づき、

平成27年７月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で

あります。

５．有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,150円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額

（見込額）は287,500,000円となります。

６．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条

件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状

況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーア

ロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参

照下さい。

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出

しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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　　（訂正後）

　平成27年７月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当

該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成27年６月29日

開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（977.50円）以上の価額となります。引受人は払込期日まで

に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社

は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定する価格で行います。

区分 発行数（株） 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

入札方式のうち入札による募集 － － －

入札方式のうち入札によらない募集 － － －

ブックビルディング方式 250,000 244,375,000 135,125,000

計（総発行株式） 250,000 244,375,000 135,125,000

　（注）１．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

２．上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており

ます。

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であり、平成27年６月11日開催の取締役会決議に基づき、

平成27年７月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第１項に基づき算出され

る資本金等増加限度額（見込額）の２分の１相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額で

あります。

５．仮条件（1,150円～1,200円）の平均価格（1,175円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見

込額）は293,750,000円となります。

６．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条

件（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状

況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーア

ロットメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参

照下さい。

７．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出

しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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３【募集の条件】

（２）【ブックビルディング方式】

　　（訂正前）

発行価格
（円）

引受価額
（円）

払込金額
（円）

資本組入
額（円）

申込株数
単位
（株）

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

(注)１．

未定

(注)１．

未定

(注)２．

未定

(注)３．
100

自　平成27年７月８日(水)

至　平成27年７月13日(月)

未定

(注)４．
平成27年７月15日(水)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

発行価格は、平成27年６月29日に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リス

ク等を総合的に勘案した上で、平成27年７月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．払込金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年６月29日開催予定の取締役会において決定される予定で

あります。また、「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額及び平成27年

７月７日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人

の手取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成27年６月11日開催の取締役会におい

て、増加する資本金の額は、平成27年７月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第

14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込

期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成27年７月16日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本

募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成27年６月30日から平成27年７月６日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従

い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム

ページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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　　（訂正後）

発行価格
（円）

引受価額
（円）

払込金額
（円）

資本組入
額（円）

申込株数
単位
（株）

申込期間
申込証拠
金（円）

払込期日

未定

(注)１．

未定

(注)１．
977.50

未定

(注)３．
100

自　平成27年７月８日(水)

至　平成27年７月13日(月)

未定

(注)４．
平成27年７月15日(水)

　（注）１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたします。

仮条件は、1,150円以上1,200円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価

格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成27年７月７日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機

関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

仮条件の決定に当たり、機関投資家等にヒアリングを行った結果、主として以下のような評価を得ておりま

す。

①Ｏ２Ｏ市場の拡大を背景に、事業の成長ポテンシャルが高いこと。

②これまでに蓄積してきた技術力と企画力から競合優位性があり、今後も安定した成長が期待できること。

③人材採用が想定通りに進まない場合は、業績に影響を与える可能性があること。

以上の評価に加え、同業他社との比較、現在のマーケット環境等の状況や、最近の新規上場株のマーケット

における評価、並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討した結果、仮条件は

1,150円から1,200円の範囲が妥当であると判断いたしました。

２．「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額（977.50円）及び平成27年７月

７日に決定される予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手

取金となります。

３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、平成27年６月11日開催の取締役会におい

て、増加する資本金の額は、平成27年７月７日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第

14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額か

ら増加する資本金の額を減じた額とする旨、決議しております。

４．申込証拠金は、発行価格と同一の金額とし、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込

期日に新株式払込金に振替充当いたします。

５．株式受渡期日は、平成27年７月16日（木）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。本

募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の「株式等の振替に関する業務規

程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行うことができます。

６．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

７．申込みに先立ち、平成27年６月30日から平成27年７月６日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と

して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。

引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従

い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホーム

ページにおける表示等をご確認下さい。

８．引受価額が会社法上の払込金額（977.50円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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４【株式の引受け】

　　（訂正前）

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号

未定

１．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、平成27年７月15日まで

に払込取扱場所へ引受価額

と同額を払込むことといた

します。

３．引受手数料は支払われませ

ん。ただし、発行価格と引

受価額との差額の総額は引

受人の手取金となります。

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号

エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号

マネックス証券株式会社 東京都千代田区麹町二丁目４番地１

岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号

極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号

計 － 250,000 －

　（注）１．平成27年６月29日開催予定の取締役会において各引受人の引受株式数が決定される予定であります。

２．上記引受人と発行価格決定日（平成27年７月７日）に元引受契約を締結する予定であります。

３．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。

 

　　（訂正後）

引受人の氏名又は名称 住所
引受株式数
（株）

引受けの条件

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 200,600 １．買取引受けによります。

２．引受人は新株式払込金とし

て、平成27年７月15日まで

に払込取扱場所へ引受価額

と同額を払込むことといた

します。

３．引受手数料は支払われませ

ん。ただし、発行価格と引

受価額との差額の総額は引

受人の手取金となります。

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 13,200

大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 9,900

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 6,600

エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町二丁目６番11号 4,900

マネックス証券株式会社 東京都千代田区麹町二丁目４番地１ 4,900

岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目８番12号 3,300

極東証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目４番７号 3,300

東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目７番１号 3,300

計 － 250,000 －

　（注）１．上記引受人と発行価格決定日（平成27年７月７日）に元引受契約を締結する予定であります。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取

引業者に販売を委託する方針であります。

（注）１．の全文削除及び２．３．の番号変更
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５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　　（訂正前）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

264,500,000 3,800,000 260,700,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額

の総額であり、有価証券届出書提出時における想定発行価格（1,150円）を基礎として算出した見込額であ

ります。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。

 

　　（訂正後）

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

270,250,000 3,800,000 266,450,000

　（注）１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受価額

の総額であり、仮条件（1,150円～1,200円）の平均価格（1,175円）を基礎として算出した見込額でありま

す。

２．発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
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（２）【手取金の使途】

　　（訂正前）

　上記の手取概算額260,700千円及び「１　新規発行株式」の（注）５．に記載の第三者割当増資の手取概算

額上限52,371千円については、①サービス強化・拡充のための開発費用、②サーバー等のインフラ費用、③人

材採用費、④オフィス移転費用、⑤広告宣伝費・販売促進費、⑥国内外の提携等のための資金に充当する予定

であります。

　具体的には以下の投資に充当する予定であります。

 

　①　サービス強化・拡充のための開発費用

インターネット関連業界の技術革新のスピードは非常に早く、既存サービスの機能向上はもとより、新

技術に速やかに対応していく必要があると認識しております。また、多様化するユーザーのコミュニ

ケーションスタイルに適応した提案や対応デバイスの多様化等の利便性の向上も重要であり、これらに

対応するため、既存サービスの強化・拡充や新サービス構築等の開発費用として平成28年７月期に

50,000千円、平成29年７月期に50,000千円を充当する予定であります。

　②　サーバー等のインフラ費用

システムの安定的な稼働のため、サーバー等のインフラ費用として平成28年７月期に40,000千円、平成

29年７月期に50,000千円を充当する予定であります。

　③　人材採用費

当社の事業成長のためには、優秀な人材の確保・定着及び育成が重要であると考えており、そのための

採用費として平成28年７月期に20,000千円、平成29年７月期に20,000千円を充当する予定であります。

　④　オフィス移転費用

人員拡充に伴うオフィス移転費用として平成28年７月期に20,000千円を充当する予定であります。

　⑤　広告宣伝費・販売促進費

当社の認知度向上や新規の顧客獲得を目的とした展示会の出展等の費用として平成28年７月期に6,000

千円、平成29年７月期に9,000千円を充当する予定であります。

　⑥　国内外の提携等のための資金

当社の事業成長を目的に国内外における提携等のための資金として平成28年７月期以降に残額を充当す

る予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

 

　上記⑥国内外の提携等が実現されなかった場合、運転資金の人件費として活用する予定であります。
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　　（訂正後）

　上記の手取概算額266,450千円及び「１　新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取概算

額上限53,509千円については、①サービス強化・拡充のための開発費用、②サーバー等のインフラ費用、③人

材採用費、④オフィス移転費用、⑤広告宣伝費・販売促進費、⑥国内外の提携等のための資金に充当する予定

であります。

　具体的には以下の投資に充当する予定であります。

 

　①　サービス強化・拡充のための開発費用

インターネット関連業界の技術革新のスピードは非常に早く、既存サービスの機能向上はもとより、新

技術に速やかに対応していく必要があると認識しております。また、多様化するユーザーのコミュニ

ケーションスタイルに適応した提案や対応デバイスの多様化等の利便性の向上も重要であり、これらに

対応するため、既存サービスの強化・拡充や新サービス構築等の開発費用として平成28年７月期に

50,000千円、平成29年７月期に50,000千円を充当する予定であります。

　②　サーバー等のインフラ費用

システムの安定的な稼働のため、サーバー等のインフラ費用として平成28年７月期に40,000千円、平成

29年７月期に50,000千円を充当する予定であります。

　③　人材採用費

当社の事業成長のためには、優秀な人材の確保・定着及び育成が重要であると考えており、そのための

採用費として平成28年７月期に20,000千円、平成29年７月期に20,000千円を充当する予定であります。

　④　オフィス移転費用

人員拡充に伴うオフィス移転費用として平成28年７月期に20,000千円を充当する予定であります。

　⑤　広告宣伝費・販売促進費

当社の認知度向上や新規の顧客獲得を目的とした展示会の出展等の費用として平成28年７月期に6,000

千円、平成29年７月期に9,000千円を充当する予定であります。

　⑥　国内外の提携等のための資金

当社の事業成長を目的に国内外における提携等のための資金として平成28年７月期以降に残額を充当す

る予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

 

　上記⑥国内外の提携等が実現されなかった場合、運転資金の人件費として活用する予定であります。
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第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　　（訂正前）

　平成27年７月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出

要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価

格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株

式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は

引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
80,000 92,000,000

東京都狛江市

小田健太郎　　　　　　　　　　80,000株

計(総売出株式) － 80,000 92,000,000 －

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。

３．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,150円）で算出した見込額でありま

す。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同

一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに

よる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる

売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ

いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。
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　　（訂正後）

　平成27年７月７日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出

要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価

格、発行価格と同一の価格）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株

式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は

引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
80,000 94,000,000

東京都狛江市

小田健太郎　　　　　　　　　　80,000株

計(総売出株式) － 80,000 94,000,000 －

　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

２．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし

ます。

３．売出価額の総額は、仮条件（1,150円～1,200円）の平均価格（1,175円）で算出した見込額であります。

４．売出数等については今後変更される可能性があります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同

一であります。

６．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントに

よる売出しを行う場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる

売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

７．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ

いては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

 

EDINET提出書類

株式会社アイリッジ(E31626)

訂正有価証券届出書（新規公開時）

14/22



３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

　　（訂正前）

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
49,500 56,925,000

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

野村證券株式会社　　　　　　　49,500株

計(総売出株式) － 49,500 56,925,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し

に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま

す。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成27年６月11日開催の取締役会において、野

村證券株式会社を割当先とする当社普通株式49,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野

村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限

とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（1,150円）で算出した見込額でありま

す。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）４．に記載した振替機関と同

一であります。
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　　（訂正後）

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
49,500 58,162,500

東京都中央区日本橋一丁目９番１号

野村證券株式会社　　　　　　　49,500株

計(総売出株式) － 49,500 58,162,500 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状

況を勘案し、野村證券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出し

に係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合がありま

す。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成27年６月11日開催の取締役会において、野

村證券株式会社を割当先とする当社普通株式49,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、野

村證券株式会社は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限

とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項　２．第三者割当増資とシンジケート

カバー取引について」をご参照下さい。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま

す。

４．「第１　募集要項」における株式の発行を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止

いたします。

５．売出価額の総額は、仮条件（1,150円～1,200円）の平均価格（1,175円）で算出した見込額であります。

６．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同

一であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

　　（訂正前）

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である小田健太郎（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連

して、当社は、平成27年６月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式49,500株の第三

者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法

上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の数 当社普通株式　49,500株

(2) 募集株式の払込金額 未定　（注）１.

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ

き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資

本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす

る。　（注）２.

(4) 払込期日 平成27年７月29日（水）

　（注）１．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、平成27年６月29日開催予定の取締役会において決定される

予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の払込金額（会社法上の払込金額）と同一とする予定であ

ります。

２．割当価格は、平成27年７月７日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と

同一とする予定であります。

（以下省略）

 

　　（訂正後）

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である小田健太郎（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連

して、当社は、平成27年６月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式49,500株の第三

者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法

上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の数 当社普通株式　49,500株

(2) 募集株式の払込金額 １株につき977.50円

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ

き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資

本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす

る。　（注）

(4) 払込期日 平成27年７月29日（水）

　（注）　割当価格は、平成27年７月７日に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額と同

一とする予定であります。

（注）１．の全文及び２．の番号削除

（以下省略）
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３．ロックアップについて

　　（訂正前）

　本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主である株式会社ＤＧインキュベーション（以

下、ＤＧＩ社という）、みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責

任組合及び株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日

（当日を含む）後90日目の平成27年10月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式

の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して

行う東京証券取引所取引における売却等は除く。）を行わない旨合意しております。

　当社の代表取締役であり、売出人かつ貸株人である小田健太郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場

（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成27年10月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なし

には、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのため

に当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。

　また、当社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成28

年１月11日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは

交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募

集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、

平成27年６月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を

行わない旨合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で

きる権限を有しております。

　上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者（ＫＤＤＩ新規事業育成投資事業有限責任組合、株式会社クレ

ディセゾン、ＴＢＳイノベーション・パートナーズ１号投資事業組合、ＤＧＩ社、黒瀬翼及び英一樹）及び当社新株

予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。

　さらに、ＤＧＩ社は、小田健太郎より平成27年３月27日に当社株式（100,000株）を譲り受けておりますが、同日

（平成27年３月27日）から１年間を経過する日（平成28年３月26日）までは、当該当社株式の全部又は一部を第三者

に譲渡しない旨の確約を行っております。

　その内容については、「第四部　株式公開情報　第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況　及び　第２　第三

者割当等の概況」をご参照下さい。
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　　（訂正後）

　本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主である株式会社ＤＧインキュベーション（以

下、ＤＧＩ社という）、みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責

任組合及び株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日

（当日を含む）後90日目の平成27年10月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式

の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して

行う東京証券取引所取引における売却等は除く。）を行わない旨合意しております。

　当社の代表取締役であり、売出人かつ貸株人である小田健太郎は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場

（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成27年10月13日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なし

には、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのため

に当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）を行わない旨合意しております。

　また、当社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成28

年１月11日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは

交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募

集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、

平成27年６月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）を

行わない旨合意しております。

　なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で

きる権限を有しております。

　親引け先であるアイリッジ従業員持株会は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式につい

て、払込期日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の日の平成28年１月11日までの期間中、継続して所

有する旨の書面を差し入れる予定であります。親引け先である京セラコミュニケーションシステム株式会社は、主幹

事会社に対して、払込期日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の日の平成28年１月11日までの期間

中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当該親引けにより取得した当社普通株式を含む当社株式の売却等

は行わない旨の書面を差し入れる予定であります。

　上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募

集株式等の割当等に関し、当社株式の割当を受けた者（ＫＤＤＩ新規事業育成投資事業有限責任組合、株式会社クレ

ディセゾン、ＴＢＳイノベーション・パートナーズ１号投資事業組合、ＤＧＩ社、黒瀬翼及び英一樹）及び当社新株

予約権の割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。

　さらに、ＤＧＩ社は、小田健太郎より平成27年３月27日に当社株式（100,000株）を譲り受けておりますが、同日

（平成27年３月27日）から１年間を経過する日（平成28年３月26日）までは、当該当社株式の全部又は一部を第三者

に譲渡しない旨の確約を行っております。

　その内容については、「第四部　株式公開情報　第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況　及び　第２　第三

者割当等の概況」をご参照下さい。
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　　（訂正前）

記載なし

 

　　（訂正後）

４．親引け先への販売について

(1）親引け先の状況等①

ａ．親引け先の概要

名称 アイリッジ従業員持株会

所在地 東京都千代田区紀尾井町４番13号

代表者の役職及び氏名 理事長　　佐藤　文

ｂ．当社と親引け先との関係

　当社の従業員持株会であります。

ｃ．親引け先の選定理由

　従業員の福利厚生のためであります。

ｄ．親引けしようとする株式の数

　未定（募集株式のうち、16,500株を上限として、平成27年７月７日（発行価格等決定日）に決定される予

定。）

ｅ．株券等の保有方針

　長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況

　当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。

ｇ．親引け先の実態

　当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。

 

親引け先の状況等②

ａ．親引け先の概要 名称 京セラコミュニケーションシステム株式会社

 本店の所在地 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町６

 代表者の役職及び氏名 代表取締役社長　　佐々木　節夫

 資本金 2,985百万円

 事業の内容 受託開発ソフトウェア事業

 主たる出資者及びその

出資比率

京セラ株式会社　　76.3％、

ＫＤＤＩ株式会社　23.7％

ｂ．当社と親引け先との関係 出資関係 該当事項はありません。

 人事関係 該当事項はありません。

 資金関係 該当事項はありません。

 
技術又は取引等関係

当社と業務提携に関する合意書を締結しておりま

す。

ｃ．親引け先の選定理由 当社は、京セラコミュニケーションシステム株式会社（以下、ＫＣＣＳ）と業

務提携に関する合意書を締結しております。

業務提携の主な内容は、当社が行っているスマートフォンアプリの利用状況分

析（ユーザーの行動解析）サービスとＫＣＣＳが行っているＷＥＢサイト内で

の行動分析サービスの連携及び両サービスを連携させた共同サービスの開発で

す。

当社の強みであるアプリ内行動解析と位置行動解析に加え、ＫＣＣＳのＷＥＢ

サイト解析を連携させることで、顧客企業に対しより高い付加価値提供が可能

となり、当社の事業拡大が期待できます。

今回の親引けに関しては、この業務提携をスピード感を持って促進するために

ＫＣＣＳに対して要請するものです。
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ｄ．親引けしようとする株式の数 未定（募集株式のうち、33,000株を上限として、平成27年７月７日（発行価格

等決定日）に決定される予定。）

ｅ．株券等の保有方針 長期保有の見込みであります。

ｆ．払込みに要する資金等の状況 当社は、親引け先の払込に要する財産の存在について、当該親引け先が親引け

予定株式の払込金額の払込みに足る流動資産を保有している旨の説明を受けて

おります。

ｇ．親引け先の実態 親引け先が属する京セラグループの「京セラ行動指針」には反社会的勢力に対

し法に基づいて毅然たる態度で解決を図ることが明記されており、また、親引

け先は反社会的勢力排除に向けた対応の基本として、断固として反社会的勢力

と対決する姿勢を堅持し、全社をあげて対応することを公表していることか

ら、当社は、特定団体等との関係を有していないものと判断しております。

 

(2）株券等の譲渡制限

　「３．ロックアップについて」をご参照下さい。

 

(3）販売条件に関する事項

　販売価格は、発行価格決定日（平成27年７月７日）に決定される予定の「第１　募集要項」における新規発行株

式の発行価格と同一となります。

 

(4）親引け後の大株主の状況

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

株式総数に対
する所有株式
数の割合

（％）

本募集及び引
受人の買取引
受による売出
し後の所有株
式数（株）

本募集及び引受
人の買取引受に
よる売出し後の
株式総数に対す
る所有株式数の
割合（％）

小田　健太郎 東京都狛江市 1,300,000 47.85 1,220,000 41.12

株式会社ＤＧインキュベー

ション

東京都渋谷区恵比寿南三

丁目５番７号
510,300 18.78 510,300 17.20

みずほキャピタル第３号投

資事業有限責任組合

東京都千代田区内幸町一

丁目２番１号
240,000 8.83 240,000 8.09

三菱ＵＦＪキャピタル３号

投資事業有限責任組合

東京都中央区日本橋一丁

目７番17号
150,000 5.52 150,000 5.06

株式会社エヌ・ティ・

ティ・データ

東京都江東区豊洲三丁目

３番３号
130,000 4.79 130,000 4.38

ＫＤＤＩ新規事業育成投資

事業有限責任組合

東京都渋谷区桜丘町10番

11号
52,700 1.94 52,700 1.78

黒瀬　翼 東京都港区
47,000

(46,000)

1.73

(1.69)

47,000

(46,000)

1.58

(1.55)

英　一樹 東京都品川区
39,000

(38,000)

1.44

(1.40)

39,000

(38,000)

1.31

(1.28)

植木　基博 東京都目黒区
34,000

(34,000)

1.25

(1.25)

34,000

(34,000)

1.15

(1.15)

京セラコミュニケーション

システム株式会社

京都府京都市伏見区竹田

鳥羽殿町６
－ － 33,000 1.11

計 －
2,503,000

(118,000)

92.14

(4.34)

2,456,000

(118,000)

82.79

(3.98)

　（注）１．所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成27年６月11日現在のものであります。

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し

後の株式総数に対する所有株式数の割合は、平成27年６月11日現在の所有株式数及び株式総数に、本募集、

引受人の買取引受による売出し及び親引け（アイリッジ従業員持株会16,500株、京セラコミュニケーション

システム株式会社33,000株として算出）を勘案した場合の株式数及び割合になります。

３．株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。

４．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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(5）株式併合等の予定の有無及び内容

　該当事項はありません。

 

(6）その他参考になる事項

　該当事項はありません。
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